
裏面に注意事項があります。

もあります 

令和８年度 各種検定受験料の半額補助について  

 

 与那原町におきましては、本町在住の小中学校児童生徒に対し検定料半額補助を 

行っています。各種検定の受検を通して学習意欲及び学力の向上につながるとともに 

受検生の経済的不安・保護者負担の軽減を目的としております。また令和６年度よりオ

ンライン申請も受け付けておりますのでぜひご利用ください。 

 

１．補助対象者： 本町在住の小中学校児童生徒の保護者 

２．対象検定種別： 

・実用英語技能検定 ・日本漢字能力検定 ・実用数学技能検定 

３．補 助 対 象： ①令和８年度に受験する検定のみ 

           ②１検定同一級につき１回の補助に限る 

（例：英語検定３級不合格で次回また３級を受験する場合に

は、半額補助の対象とはなりません。） 

４．補 助 金 額： 各種検定受験料の半額 

５．提 出 書 類： ①「検定料補助金交付申請書兼請求書（保護者用）」 

②領収書（オンライン決済など領収書のない場合は、 

など支払が確認できる画面の写し） 

           ③合否通知書（英検３級以上については、一次試験のものも可。 

            ただし、二次試験結果の提出が後日必要となります。） 

 ６．提出締め切り： 令和９年３月５日（金） 

 ７．提 出 先： 与那原町教育委員会 学校教育課(与那原町役場２階) 

８．オンライン申請について：下記URLもしくはQRコードから申請できます。 

質問にそって必要事項を入力してください。 

 

 

URL：https://logoform.jp/form/Z4Se/469980 

 

 

 

 



～お問い合せ先～ 

与那原町教育委員会 学校教育課 

検定料補助担当 

ＴＥＬ；０９８－９４５－２３６１ 

 

 

 

注意事項 

 

※申請の不備等があり、学校教育課より保護者様へ電話しても連絡が取れない場合には、

受付不可となりますのでご注意ください。 

 

※検定半額補助事業は予算の範囲内で行っている為、予算の上限に達した時点で補助を

終了します。 

 

※申請は先着順となります。申請いただいても予算の上限に達していた場合は対象 外

となることがありますので早めに申請ください。 

 

※予算の上限に達していなくても、予算の残りが少なくなった場合、役場窓口でのみの

申請受付となる場合があります。 

 

※学校における団体受験の場合でも、一度全額をご負担いただき、合否通知後に検定料

補助の手続きが必要となります。 

 

※検定のタイミングによっては、合格発表が補助申請締め切りに間に合わない場合があ

ります。補助を希望する場合は、合否発表の時期にご注意ください。 

  

 

 

 


